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３ 病院の病床利用率

(1) 一般病床

(2) 療養病床
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４ 病院の平均在院日数

(1) 一般病床

(2) 療養病床
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５ 医療施設の状況

（１）　病院数

区　分 平成２０年 平成２３年 平成２６年

全国 8,794 8,605 8,493
全道 594 579 569
札幌圏 241 237 238

（２）　一般診療所数

内療養病床を

有する診療所

内療養病床を

有する診療所

内療養病床を

有する診療所

全国 99,083 11,500 1,728 87,583 99,547 9,934 1,385 89,613 100,461 8,355 1,125 92,106
全道 3,375 570 87 2,805 3,377 503 61 2,874 3,377 456 61 2,921
札幌圏 1,464 214 26 1,250 1,519 201 19 1,318 1,539 188 17 1,351

（３）　歯科診療所数

区　分 平成２０年 平成２３年 平成２６年

全国 67,779 68,156 68,592
全道 3,027 2,999 2,978
札幌圏 1,425 1,433 1,442

（４）　病院病床数

全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏

一般病床 909,437 54,183 23,381 899,385 53,538 23,531 894,216 53,107 23,870
療養病床 339,358 25,042 10,476 330,167 23,565 9,940 328,144 22,646 9,373
精神病床 349,321 21,222 8,253 344,047 20,974 8,330 338,174 20,484 8,486
結核病床 9,502 534 211 7,681 359 204 5,949 243 204
感染症病床 1,785 90 8 1,793 90 8 1,778 94 8

計 1,609,403 101,071 42,329 1,583,073 98,526 42,013 1,568,261 96,574 41,941

（５）　診療所病床数

全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏

病床数 146,568 8,657 3,144 129,366 7,522 2,911 112,364 6,950 2,796
うち療養病床 17,519 976 273 14,150 719 215 11,410 682 186

（６）　一般病床と療養病床の計

全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏 全国 北海道 札幌圏

病床数 1,395,363 87,882 37,001 1,358,918 84,625 36,382 1,334,724 82,703 36,039

平成２６年

総　数 有　床 無床 総　数 有　床 無床

平成２３年
区　分

無床有　床総　数

平成２０年

区分
平成２０年 平成２３年 平成２６年

平成２６年平成２０年 平成２３年
区分

区分
平成２０年 平成２３年 平成２６年
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６ 病床機能報告制度の結果

※各医療機関ごとの病床の状況については「第９節 資料」に掲載

札幌構想区域における医療機能ごとの病床の状況

区分 市町村名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答 合計

札幌市 3,895床 12,651床 1,677床 10,300床 233床 28,756床

江別市 0床 543床 0床 259床 0床 802床

千歳市 0床 369床 67床 157床 0床 593床

恵庭市 0床 448床 52床 243床 0床 743床

北広島市 0床 50床 0床 578床 60床 688床

石狩市 0床 115床 120床 309床 0床 544床

当別町 0床 0床 0床 58床 0床 58床

小計 3,895床 14,176床 1,916床 11,904床 293床 32,184床

札幌市 33床 1,409床 117床 177床 200床 1,936床

江別市 0床 53床 19床 0床 0床 72床

千歳市 0床 85床 0床 19床 4床 108床

北広島市 0床 38床 33床 0床 3床 74床

石狩市 0床 86床 0床 0床 0床 86床

新篠津村 0床 19床 0床 0床 0床 19床

小計 33床 1,690床 169床 196床 207床 2,295床

3,928床 15,866床 2,085床 12,100床 500床 34,479床

平成２６年（2014年）7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

病
院

診
療
所

１つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病
棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供さ
れています。

札幌圏計

平成２６年７月１日現在
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７ 医療従事者の状況

札幌構想区域は医師、歯科医師、薬剤師とも年々増加傾向にあります。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 病院における従事者数の状況（平成２６年１０月１日現在）

(5) 一般診療所における従事者数の状況（平成２６年１０月１日現在）

年末現在

平成８年 平成１０年 平成１２年 平成１４年 平成１６年 平成１８年 平成２０年 平成２２年 平成２４年 平成２６年

北 海 道 3,987 3,988 4,240 4,304 4,325 4,363 4,409 4,457 4,469 4,483
札 幌 圏 2,111 2,120 2,289 2,317 2,342 2,357 2,385 2,445 2,525 2,527

（厚生労働省　医師歯科医師薬剤師調査／北海道保健統計年報）

年末現在

平成８年 平成１０年 平成１２年 平成１４年 平成１６年 平成１８年 平成２０年 平成２２年 平成２４年 平成２６年

北 海 道 8,066 8,507 8,982 9,406 9,704 10,024 10,448 10,568 10,585 10,803
札 幌 圏 4,124 4,303 4,506 4,764 4,949 5,144 5,456 5,484 5,524 5,671

（厚生労働省　医師歯科医師薬剤師調査／北海道保健統計年報）

北 海 道 324.7 1103.9 43109.7 9506.7 13397.4 3263 2278.7 212.5 770.7 3 260.4 32 2430.8 12.8
札 幌 圏 139.7 498.8 20290.6 3101.2 5718.1 1616.6 1150.3 103.7 395.1 0 112.3 20 1112.8 4.6

北 海 道 2430 0 1248.2 92.6 112.8 1105.1 117.6 498.4 592.6 3439 1009.2 527 11246.6 4747.5
札 幌 圏 1085.7 0 619.2 33.1 54 498 35.1 258.5 353.4 1792.9 343.5 201.6 5143.5 1851.5

（厚生労働省　平成２６年病院報告による）

保健師 助産師 看護師 准看護師

衛生検査技

師

臨床検査技

師

看護業務補

助者

理学療法士

（ＰＴ）

作業療法士

（ＯＴ）
視能訓練士 言語聴覚士

その他の職

員

臨床工学技

士

あん摩マツ

サージ指圧

師

柔道整復師 管理栄養士 栄養士
精神保健福

祉士
社会福祉士 介護福祉士

その他の技

術員

医療社会事

業従事者
事務職員

義肢装具士 歯科衛生士 歯科技工士
診療放射線

技師

診療エツク

ス線技師

北 海 道 527.1 284.8 5219.4 4137 1131.5 336.5 123.3 220.1 49.2 1 46.9 6 453.7 52.3 391.8
札 幌 圏 251.6 208.7 2822.3 1318.4 441.4 184.6 59.2 142.9 24 1 16.9 5 270.9 23.4 249.9

北 海 道 5.9 301.4 52.6 264.2 206.7 82.3 97.4 37.9 456.6 47.6 342.2 29.9 6214.3 1548
札 幌 圏 3.4 172.7 22 196.5 96.8 25.4 66.4 14 45.3 33.1 172.1 4.2 3150.6 578.6

（厚生労働省　平成２６年医療施設（静態・動態）調査による）

栄養士
衛生検査技

師
臨床工学技

士

あん摩マッ
サージ指圧

師

柔道整復師 管理栄養士 事務職員
その他の職

員

看護師助産師保健師

保育士
その他の技

術員
医療社会事
業従事者

義肢装具士 歯科衛生士 歯科技工士
診療放射線

技師
診療エック
ス線技師

精神保健福
祉士

社会福祉士 介護福祉士

臨床検査技
師

准看護師
看護業務補

助者
理学療法士
（ＰＴ）

作業療法士
（ＯＴ）

視能訓練士 言語聴覚士

年末現在

平成８年 平成１０年 平成１２年 平成１４年 平成１６年 平成１８年 平成２０年 平成２２年 平成２４年 平成２６年

北 海 道 10,656 10,990 11,540 11,898 12,201 12,307 12,447 12,612 12,853 12,987
札 幌 圏 5,008 5,235 5,517 5,782 6,089 6,216 6,371 6,563 6,813 6,982

（厚生労働省　医師歯科医師薬剤師調査／北海道保健統計年報）
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８ 介護サービスの状況

(1) 介護関係基盤整備の状況

札幌構想区域の介護保険施設の定員数は、特別養護老人ホームが６，７０８人、介

護老人保健施設が５，５２５人、介護療養型医療施設が１，８６２人となっています。

また、養護老人ホームが５３０人、軽費老人ホームが１，８５０人、有料老人ホー

ムが８，６５５人、サービス付き高齢者向け住宅が８，２５９戸あります。

札幌圏の

全道に

占める割

合（％）

特別養護老人ホーム 26.4

介護老人保健施設 33.4

介護療養型医療施設 43.9

認知症グループホーム 34.0

特定施設入居者生活介護 39.8

33.2

養護老人ホーム 11.4

軽費老人ホーム 30.4

有料老人ホーム 47.2

サービス付高齢者向け住宅 62.1

45.5

※1　６５歳以上人口はH27.1.1現在の住民基本台帳による
※2　サービス付高齢者向け住宅は１戸を定員１名として計上

施設の種類

計

計

H27.4.1現在

5.18

0.31

0.40

1.21

0.88

2.80

65歳以上

人口比（％）

1.68

1.09

0.28

1.00

1.13

78,362

4,667

6,088

18,355

17,094

13,294

42,404

0.33

1.53

1.46

3.40

8,655

全道の
定員数（人）

25,397

16,524

4,240

15,107

札幌圏の
定員数（人）

6,708

5,525

1,862

5,131

6,806

26,032

530

1,850

65歳以上

人口比（％）

介
護
保
険
法
関
連
施
設

老

人

福

祉

法

関

連

施

設

8,259

19,294

1.18

0.97

0.33

0.90

1.20

4.59

0.09

全道の介護保険関連基盤整備状況

圏  域
65歳以上

人口
一般病床 療養病床

特別養護老

人ホーム

介護老人

保健施設

介護療養型

医療施設

認知症

グループ

ホーム

養護老人

ホーム

軽費老人

ホーム

有料老人

ホーム
サ高住 計 整備率

全 道 1,513,151 60,069 23,487 25,397 16,524 4,240 15,107 4,667 6,088 18,355 13,294 187,228 12.37
南 渡 島 120,991 4,854 1,276 2,042 1,524 260 1,174 420 505 2,024 1,278 15,357 12.69
南 檜 山 9,040 265 126 319 80 0 99 80 20 20 0 1,009 11.16
北 渡島 檜山 13,257 608 362 378 170 0 144 50 58 0 21 1,791 13.51
札 幌 567,119 26,580 9,685 6,708 5,525 1,862 5,131 530 1,850 8,655 8,259 74,785 13.19
後 志 76,151 2,284 1,187 1,337 1,035 484 1,023 473 150 452 444 8,869 11.65
南 空 知 58,449 1,605 785 1,327 959 135 529 389 280 402 449 6,860 11.74
中 空 知 40,382 1,117 851 916 464 289 315 150 300 222 226 4,850 12.01
北 空 知 12,883 308 439 390 176 55 108 100 129 45 100 1,850 14.36
西 胆 振 64,307 2,166 1,706 1,111 800 268 531 280 489 243 116 7,710 11.99
東 胆 振 57,528 1,452 629 917 699 158 615 80 709 291 406 5,956 10.35
日 高 21,542 467 291 539 205 0 162 135 50 22 30 1,901 8.82
上 川 中 部 120,774 5,295 1,928 1,778 1,291 432 1,566 270 575 2,821 558 16,514 13.67
上 川 北 部 22,780 718 303 606 249 20 213 100 129 119 30 2,487 10.92
富 良 野 12,914 332 140 300 128 23 90 100 30 140 63 1,346 10.42
留 萌 17,443 466 240 450 129 18 177 70 15 225 48 1,838 10.54
宗 谷 20,130 586 189 738 169 0 161 105 0 0 87 2,035 10.11
北 網 66,683 2,551 772 1,373 621 38 815 360 259 493 251 7,533 11.30
遠 紋 24,302 742 468 567 226 0 189 140 140 115 62 2,649 10.90
十 勝 96,264 3,779 962 2,095 1,332 86 1,193 495 220 865 611 11,638 12.09
釧 路 70,056 2,688 1,009 1,157 607 52 710 230 150 1,125 235 7,963 11.37
根 室 20,156 430 139 349 135 60 162 110 30 76 20 1,511 7.50

※　サ高住1戸＝定員1名とする。

※　特定施設は、８～11の本体施設で計上

・人口はH27.1.1現在（住民基本台帳）

・定員数（戸数）についてはH27.4.1現在（施設運営指導課調等）

・整備率はH27.1.1現在の住民基本台帳における65歳以上人口で算定
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(2) 介護保険指定事業者数

訪問
介護

訪問入
浴介護

訪問
看護

訪問リ
ハビリ
テーショ
ン

居宅療
養管理
指導

通所
介護

通所リ
ハビリ
テーショ
ン

短期入
所生活
介護

短期入
所療養
介護

特定施
設入居
者生活
介護

福祉用
具貸与

特定福
祉用具
販売

居宅介
護支援

介護老
人福祉
施設

介護老
人保健
施設

介護療
養型医
療施設

札幌市 591 11 1,209 994 2,198 539 1,560 78 61 80 86 85 441 58 47 20
江別市 20 55 47 122 37 86 7 7 7 5 5 26 4 5 2
千歳市 17 1 37 26 73 21 55 4 2 2 6 6 21 2 2
恵庭市 11 1 21 21 55 17 38 3 3 1 3 3 14 2 2 1
北広島市 17 27 20 58 19 43 3 3 4 3 3 11 3 2 3
石狩市 13 19 14 39 22 25 4 2 1 1 1 11 3 1 1
当別町 5 5 3 9 6 6 1 1 1 5 1 1
新篠津村 1 1 1 1 2 1 1 1 1
計 675 13 1,374 1,126 2,555 663 1,814 101 79 96 104 103 530 74 60 27

※　みなし指定を含む

居宅サービス 施設サービス

区分

Ｈ26.12.31現在
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第５節 医療需要及び必要とされる病床数の推計

１ 医療需要

(1) 高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能

高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要については、平成２５年（２

０１３年）のＮＤＢ（ナショナル・データ・ベース）のレセプトデータ及びＤＰＣデ

ータに基づき、患者住所地別に配分した上で、推計を行います。

この推計は、平成２５年（２０１３年）における実際の医療資源投入量を基に推計

しているもので、平均在院日数、受療率は平成２５年（２０１３年）の数値を活用し

ていることになります。

①入院受療率

性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）

＝ １日当たり入院患者延べ数

３６５（日）

１日当たり入院患者延べ数

＝ 入院受療率

性・年齢階級別の人口

②医療需要

構想区域の２０２５年の医療需要

＝［当該構想区域の２０１３年の性・年齢階級別の入院受療率

×当該構想区域の２０２５年の性・年齢階級別推計人口］を総和したもの

※２０２５年の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口（２０１３年３月中位推計）」を用います。

(2) 慢性期機能と在宅医療等

療養病床については、現在、診療報酬が包括算定であるため、医療資源投入量に

基づく分析を行うことが難しい状況です。また、地域の療養病床数には、大きな地域

差があります。

このことから、慢性期機能の推計については、医療資源投入量を用いず、①慢性期

の中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込むという前

提に立ったうえで、②療養病床の入院受療率の地域差を縮小することを加味して推計

します。
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（考え方）

① 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する

患者数として見込みます。なお、一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入院基

本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者）は、

慢性期機能の医療需要として推計します。

② 慢性期病床の入院受療率における地域差の解消については、構想区域ごとに入院受

療率と全国最小値（県単位）との差を一定程度解消させることとして、全国最大値（県

単位）が全国中央値（県単位）にまで低下させる割合を一律に用いて推計します。

ただし、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値より大きく、かつ、当該

構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい場合は、目標の達成年次を２

０２５年から２０３０年とすることとし、２０２５年においては、２０３０年から比

例的に逆算した入院受療率を用いて推計します。

③ 札幌構想区域は慢性期病床の減少率は３２．４％と全国中央値（３２．２％）より

大きいですが、高齢者単身世帯割合が９．０％と全国平均値（９．２％）よりも小さ

いため、入院受療率の目標達成年次は２０２５年として推計します。
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２ 必要とされる病床の必要量の推計

平成３７年（２０２５年）の医療需要の推計に当たり、国の「地域医療構想策定ガイ

ドライン」では、第５節の１に記載したとおり患者住所地別の推計を基本としています

が、本道においては、回復期及び慢性期についてはできるだけ住所地に近いところでの

入院を可能とすることが望ましいとの考えから「患者住所地ベース」の推計を、また、

高度急性期及び急性期については、医療資源の状況から現状の流出入を大きく変えるこ

とは困難との考えで「医療機関住所地ベース」の推計をそれぞれ用いる組合せ型として

算定します。

また、病床利用率は厚生労働省令で規定されている割合（高度急性期：７５％、急性

期：７８％、回復期：９０％、慢性期：９２％）を使用し、平成３７年（２０２５年）

の病床の必要量（必要病床数）を推計します。

平成３７年（２０２５年）に必要とされる病床の必要量（必要病床数）

① ② ③

区 分 患者流出入の影 現行と同様の患 回復期及び慢性 病床の必要量

響を排除した場 者流出入を見込 期の患者は患者 （必要病床数）

合 んだ場合 の住所地の圏域

で対応するとし ③÷病床利用率

（患者住所地ベ (医療機関住所 た場合

ース） 地ベース)

高度急性期 ２，５６６ ２，９３５ ２，９３５ ３，９１３

急 性 期 ７，６２８ ８，５４２ ８，５４２ １０，９５１

回 復 期 ７，９７６ ８，８１２ ７，９７６ ８，９２３

慢 性 期 １１，０４０ １１，７２３ １１，０４０ １１，９９９

計 ２９，２１０ ３２，０１２ ３０，４９３ ３５，７８６
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札幌構想区域における平成３７年（２０２５年）における必要病床数は、上記のとお

り、高度急性期３，９１３床、急性期１０，９５１床、回復期８，９２３床、慢性期１

１，９９９床、合計３５，７８６床と推計されます。

これを、病床機能報告制度により報告された２０１４年（平成２６年）７月１日現在

の機能別病床数の数字と比較すると、回復期が不足し、急性期が過剰となっています。

そのため、今後、不足している回復期病床の確保が中心的な課題となります。今回の

推計と、病床機能報告制度や診療報酬上の入院基本料の評価とは各機能の定義が異なり、

それぞれが必ずしも一致しないことに留意しつつ、今回の推計結果と毎年報告される病

床機能報告による機能別の病床数との差を一定程度縮小させていく必要があります。

当構想区域においては、高度医療を担う医療機関が多く、他の圏域から患者が流入し

ていることから、患者の流出入の状況を継続的に把握しつつ、こういった患者が回復期

又は慢性期に移行する際に、極力住所地において適切なサービスが受けられるような体

制としていくことが必要です。

また、当構想区域においては平成３７年（２０２５年）以降も７５歳以上の高齢者の

人口が増加することを踏まえ、平成５２年（２０４０年）における医療需要に基づく必

要病床数を推計すると総病床数は４０，３７９床となり、既存の病床数を上回ります。

このような状況に対応するためには、不足している回復期病床の確保や現在想定してい

る在宅医療等への移行に加え、仮に新たな病床の整備が認められない場合には、既存の

病床で増加する医療需要に対応できるよう、在宅医療等の更なる推進や介護保険施設等

における看取りの充実などにより、病床への依存度を下げ、地域で医療を受けられるよ

うにする取組についても検討が必要になると考えられます。

このように、当構想区域においては、道内他区域とは異なる課題を有していることを

念頭に置きつつ、病床機能の分化・連携や在宅医療等を推進していく必要があります。

平成２６年（２０１４年）の機能別病床数と平成３７年（２０２５年）の比較

高度急性期 3,928 3,913 15
急性期 15,866 10,951 4915
回復期 2,085 8,923 -6,838
慢性期 12,100 11,999 101
無回答 500 0 500

計 34,479 35,786 -1,307
※病床機能報告制度は、稼働していない病床も含まれていることに加え、

　医療機関の自主申告、病棟単位での報告であり、単純には比較できません。

区分 2025年の病床必要量 差
病床機能報告制度に基づく
2014年の機能別病床数
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３ 在宅医療等医療需要

平成３７年（２０２５年）における在宅医療等に関する医療需要について、国の必要

病床数等推計ツールにより算出した結果は次のとおりです。

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むこと

ができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を

指す。

平成２５年及び平成３７年における医療需要等 (人／日)

区分
平成２５年（２０１３年） 平成３７年（２０２５年）

うち訪問診療 うち訪問診療

札幌構想区域 ２３，６０８ １４，１９３ ４４，５０９ ２３，５７６

全 道 ５４，６８３ ２９，０５９ ８８，７２５ ４２，７６６

（国の必要病床数等推計ツールより算出）

推計の基礎となる平成２５年（２０１３年）の在宅医療等に関する医療需要には、

「療養病床の医療区分１の入院患者の７０％」、「一般病床の医療資源投入量１７５点

未満の入院患者」、「介護老人保健施設の入所者」及び「訪問診療を受けている患者（上

の表の「うち訪問診療」）」が含まれており、推計値の算定に当たっては地域差解消分

を含めた後、二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計しています。

留意点

①「一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数」については、特定の退院

日を避けるなど、退院調整の過程で、医療がほとんど行われていない入院日も

算定されており、必ずしも在宅医療等のニーズとは限らないこと。

②「一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数」等には、支援により外来

通院が可能な患者も含まれていること。

③訪問診療については、毎日の訪問が求められているわけではないこと。

在宅医療等に関する医療需要については上記で述べたとおり居宅や介護老人保健施設

での医療に加え、国の「療養病床のあり方等に関する検討会」で提示された新たな類型

において提供される医療も含まれると考えられます。

このため、現時点において在宅医療等に関する医療需要にどの程度対応できるか正確

に検証することが困難であることから、国の必要病床数等推計ツールにより算出された

医療需要を本構想に位置づけた上で、今後、新たな類型に関する議論の動向を見つつ、

引き続き在宅医療の推進や高齢者の住まいの場の確保などについて支援を行います。
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第６節 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討

１ 病床機能の分化及び連携の推進

(1) 病床機能転換の促進

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に当たっては、病床

の機能区分(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)ごとに推計した必要病床数に基づ

き、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により進められることを前提と

します｡

病床機能ごとの必要病床数の整備に向けて、札幌区域で不足している回復期の病床

が充足できるよう、当該機能を担う病床への機能転換により、収れんを促していく必

要があります。

【施策の方向】

○ 病床の機能の分化及び連携等による将来あるべき医療提供体制を実現するため、地

域医療構想調整会議において、協議を進めるとともに、各医療機関が自主的な取組を

進めるために必要な資料・データを提供します。

○ 不足する機能を担う病床への転換に向けて、医療機関相互の協議が進むよう、地域

医療構想調整会議に専門部会の設置を検討するとともに、地域での話し合いを呼びか

けます。

○ 協議の結果、病床機能の転換等が必要となる場合、実効性のあるものとするため、

地域医療介護総合確保基金の病床機能分化・連携促進基盤整備事業により支援を行い

ます。

(2) 医療機関相互の連携強化

地域医療構想の達成に向けては、不足する病床機能を担う病床への機能転換に伴う

施設・設備整備の支援のみならず、医療機関が役割を分担して有効に機能するための

連携施策が重要です。

患者の疾病からの回復が遅延したり、ＡＤＬ（日常生活における基本的な動作を行

う能力）の低下を招いたりすることのないよう、医療機関等の連携により切れ目なく

円滑に患者の状態に応じた医療が提供される必要があります。

【施策の方向】

○ 地域連携クリティカルパスの活用を促進します。

○ 医療機関相互の連携に向けた会議の開催などにより、医療機関相互の連携強化を支

援します。

○ ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの構築への支援を行います。

(3) 連携に係る人材の養成

各医療機関における地域との入退院時の連携を行う看護職員や医療ソーシャルワー

カーの研修に限らず、退院支援部門以外の医療従事者の人材の養成が必要です。
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【施策の方向】

○ 入院開始時から在宅復帰を目指した支援を行うための在宅医療や介護の理解を促

進するため、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員等と地域の関係者など多職種を対

象とした多職種地域学習会等を開催するなどして、必要な人材の養成に取り組みま

す。

２ 在宅医療の充実

〈用語の定義〉

【在宅医療等】

居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、

介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であ

って、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。（地域医療

構想策定ガイドラインより）

【地域包括ケアシステム】

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護

状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽

減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に

確保される体制をいう。（医療介護総合確保促進法第２条第１項）

退院後や入院に至らないまでも状態の悪化等により在宅医療を必要とする患者は、今

後増大することが見込まれ、患者の状態に応じて退院後の生活を支える外来医療、在宅

医療の充実は一層重要です。

可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるようにするために、在宅医

療の推進と地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅サービスの担い手拡大や住民啓発

とともに、医療と介護の連携を推進し、医療と介護の提供体制を一体的に整備していく

必要があります。
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在宅医療・介護の連携を推進する事業については、市町村が地域包括ケアシステムの

観点から円滑に施策に取り組めるよう、北海道の保健・医療担当部局及び介護・福祉担

当部局による技術的支援等の様々な支援を行っていきます。

この他、在宅医療の提供体制の充実のためには、病院、診療所、歯科診療所、薬局、

訪問看護事業所、地域医師会等の関係団体等との連携が不可欠であり、関連する事業の

実施や体制整備に加え、人材の確保・育成を推進する観点から、保健所等が中心となっ

て、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャ

ルワーカー等に対しての在宅医療への参入の動機付けとなるような研修や参入後の相談

体制の構築等を行う必要があります。

(1) 在宅サービスの基盤の整備

①在宅サービスの担い手拡大

在宅医療の提供体制の充実のためには、在宅医療を担う医師、歯科医師、薬剤師、

看護職員、リハビリテーション関連職員等の人材の確保・育成を推進する必要があ

ります。

医師が安心して訪問診療を実施できるような、後方支援の確保が必要です。

訪問看護は全ての市町村で提供されていますが、なかには希望するサービスを受

けることが困難な地域があります。

Ⅲ－② 退院支援

入院医療機関と在宅医療・介護等を担う
機関との協働による退院支援の実施

在宅医療の推進と医療・介護の連携について
○ 在宅医療を推進し、住民/患者の地域生活を支える地域包括ケアシステムを構築
するためには、在宅サービスの担い手拡大や住民啓発とともに、医療と介護の連携
が、①日常の療養時に加え、②病院からの退院、③急変時の対応、④看取りの各場
面において必要となる

【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】 【在宅介護サービス】

住まい（患者さん・家族）

在宅
医療

介護

外来
医療

歯科
医療

薬局

【病院】

Ⅲ－③ 急変時の対応
在宅療養者の病状の急変時

における緊急往診体制及び
入院病床の確保

Ⅲ－④ 看取り
住み慣れた自宅や地域の

介護施設、住宅等、患者が
望む場所での看取りの実施

Ⅲ－① 日常の療養支援

多職種連携による患者や家族の
生活を支えるサービスの提供

Ⅰ 在宅サービスの担い手拡大 Ⅱ 住民啓発 Ⅲ 医療と介護の連携
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②関係者の資質向上

医療依存度の高い事例や終末期支援等、専門性が高い処遇困難事例について、関

係機関でお互いに学習し、資質の向上に努める必要があります。

③地域連携体制の構築

在宅支援（退院支援）における院内の連携体制整備を進める必要があります。

多職種を含む関係者が、お互いの機能を理解し機能分担と連携を進めていく必要

があります。

在宅支援を進める必要があることから、情報交換が円滑に行われるシステムの構

築が必要です。

近隣市町村から札幌市内の医療機関への入院も多いことから、退院時の地域に

戻る支援の仕組みづくりが必要です。

既存の団体（旧地域リハビリテーション推進会議地域懇談会、関係職種ごとの

集まり等）との協働による体制づくりの検討が必要です。

【施策の方向】

①在宅サービスの担い手拡大

○ 地域医療介護総合確保基金の在宅医療提供体制強化事業により、在宅医療グル

ープ診療運営事業に取り組み、夜間休日の代診制を運用することによる医師の負

担軽減や、後方支援病床を加えることによる急変時の不安解消を図ることなどに

より、在宅医療を担う医師の増加や在宅支援診療所の充実に取り組みます。

○ 在宅医療を行う医療機関に対して、地域医療介護総合確保基金の在宅医療提供

体制強化事業により、訪問診療の実施に必要なエコー、心電図等のポータブル機

器整備の支援を行います。

○ 引き続き、地域医療介護総合確保基金を活用しながら、在宅医療の提供体制の

強化について検討を行います。

②関係者の資質向上

○ 在宅医療の提供体制の充実のためには、人材の確保・育成を推進する必要があ

り医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職員等に対して

の在宅医療への参入の動機付けとなるような研修を行います。

③地域連携体制の構築

○ 在宅移行支援の強化を進めるため、多職種の機能をお互いに共有するとともに

更なる連携を深めていく機会を提供します。

○ 医療と介護関係者の情報交換や地域連携体制について学び合う場を、市町村と

連携して設けていきます。

○ 地域連携パスの整備・活用の推進やＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの

構築等を進めていきます。
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(2) 住民の理解促進

在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、住民に対して在宅医療に関す

る情報提供や普及啓発を行うことが必要です。

【施策の方向】

○ 往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、かかりつけ歯科

医、かかりつけ薬局を持つことの必要性や意義について普及啓発に努めるとともに、

在宅医療に関する情報提供に努めます。

(3) 在宅医療・介護の連携

在宅医療・介護の連携については、平成２７年度から介護保険法において「在宅医

療・介護連携推進事業」として制度化され、地域包括ケアシステムの構築に必要とな

る在宅医療提供体制は、国や道の支援のもと、市町村が主体となって地域の医師会等

と協働して推進することが重要であるとされています。

また、今後、医療や介護のニーズを併せ持つ慢性患者や認知症高齢者の増加に対し

て、医療機関の分化と併行して、地域における在宅医療や介護に関する情報収集と活

用、医療・介護関係者と共同して在宅医療と在宅介護が円滑に提供できる仕組みを構

築することが必要となります。

在宅医療と介護連携については、従来から問われてきた重要な課題の一つであり医

療と介護については、それぞれを支える保険制度が異なることから多職種間との相互

理解や情報の共有が十分にできていないなどの課題があります。

これらを受け、各市町村では地域ケア会議を活用した地域課題の抽出・対応策の検

討がされつつあります。抽出された地域課題等を整理・見える化し、解決策の検討を

することができるようにしていく必要があります。

【施策の方向】

○ 住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、市町村の地域事情を勘案しな

がら各市町村における地域包括ケアシステムの体制整備を支援します。

○ 従来から実施している、保健所の各種事業から把握される地域の現状と課題や関

係団体から抽出される在宅医療に関する課題等を各種会議や情報交換会等で共有し、

課題解決に向けた検討を引き続き行います。

○ 市町村で実施している地域ケア会議・医療介護連携推進協議会等に出席し、地域

課題の抽出・対応策検討の進捗状況を把握しながら、必要な支援・助言を行います。
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(4) 各地域における取組

札幌市医師会においては、在宅医や後方支援病院、認知症対応医などを紹介する窓

口を設置しています。

他の市町村においても、医師会等との連携のもと地域ニーズの把握や在宅医療に関

する研修会を開催する予定があります。

３ 医療従事者の確保・養成

地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の充足は不可欠であるため、

その確保・養成・定着・離職防止や医療機関の勤務環境の改善などに取り組む必要があ

ります。

また、地域包括ケアシステムを構築していくためには、医療と介護の連携が求められ

ており、市町村とも連携を図りながら、介護従事者についても同様に人材の確保等に向

けた取組が必要です。

さらに、限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するためには、

各医療職種の高い専門性を前提とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテ

ーション関連職員、医療ソーシャルワーカー等の専門職業務を分担するとともに互いに

連携・補完し合うチーム医療を推進していくことも必要です。

札幌構想区域は、道内の他の区域と比べると、医療従事者が比較的充実している地域

であるものの、職種によっては必要数を確保できていないという実態も指摘されていま

す。
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そのため、医療・介護従事者等の確保・養成などの施策を、地域医療介護総合確保基

金の有効活用も含め検討していく必要があります。

【施策の方向】

○ 医療従事者につき、地域医療介護総合確保基金の子育て看護職員等就業定着支援事

業による病院内保育所への支援や、北海道医療勤務環境改善支援センターによる相談

・支援により、勤務環境の改善を図り、医療従事者の定着・離職防止に取り組みます。

○ 介護従事者につき、介護従事者確保総合推進事業により若年層に対する福祉・介護

への理解促進を継続的に取り組むとともに、福祉人材センター運営事業による潜在的

な有資格者の掘り起こしや、主婦層や介護を必要とない高齢者の参入など、多様な人

材の参入促進を図ります。

また、離職防止や指導的役割を担う中堅層の人材育成を図るため、社会福祉関係職

員等研修事業による職員のキャリア形成を支援する研修の実施や、研修を受講しやす

くする環境の整備などを推進し、介護従事者の資質向上を図るとともに、安定的な定

着支援に努めます。
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第７節 ５疾病・５事業の状況

１ ５疾病、５事業への取組

道では、５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患）５事業（救急

医療、災害医療、へき地医療、周産期医療及び小児医療）及び在宅医療については、圏

域（医療圏）を定め、それぞれの医療連携体制を構築することとして取組を進めていま

す。

２ ５疾病、５事業の圏域

第１次医療圏 第２次医療圏 第３次医療圏 そ の 他

・救急医療（初期） ・脳卒中 ・がん ・精神疾患（精神科

・小児医療（一般））・急性心筋梗塞 ・救急医療（３次） 救急・身体合併

・糖尿病 ・周産期医療（高度 症）

・精神疾患 医療） ・へき地医療

・救急医療（２次） ・小児医療（高度・

・災害医療 専門医療）

・周産期医療（比較

的高度な医療）

・小児医療（比較的

高度な専門医療）

３ 指定医療機関等の状況

札幌構想区域には多くの高度・専門医療を提供できる医療機関が存在していることか

ら５疾病５事業の医療連携体制の要となる指定医療機関が指定されています。

・がん診療連携拠点病院 ８ヶ所

・がん診療連携指定病院 １１ヶ所

・小児がん拠点病院 １ヶ所

・救命救急センター ４ヶ所

・基幹災害拠点病院 １ヶ所

・地域災害拠点病院 ４ヶ所

・総合周産期母子医療センター １ヶ所

・地域周産期母子医療センター ６ヶ所

※指定医療機関等の一覧は「第９節 資料」に掲載
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第８節 地域医療構想策定後の取組

１ 構想策定後の実現に向けた取組

(1) 基本的な事項

医療関係者、医療保険者その他の関係者で構成する札幌圏域地域医療構想調整会議

において、医療、介護、その他の関連分野が連携した、切れ目のないサービスの提供

に向け、関係者との連携を図りつつ、将来の病床の必要量を達成するための方策その

他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行うほか、各医療機関が自主

的な取組を行うことも必要です。

(2) 各医療機関での取組

各医療機関は、自らの行っている医療内容やその体制に基づき、将来目指していく

医療について検討を行うことが必要となります。

自院内の病床の機能分化を進めるに当っては、病床機能報告制度により、同一構想

区域における他の医療機関の各機能の選択状況等を把握することが可能になります。

また、地域医療構想により、構想区域における病床の機能区分ごとの平成３７年（２

０２５年）における必要病床数も把握することが可能です。これら２つの情報（デー

タ）を比較するなどして、地域における自院内の病床機能の相対的位置付けを客観的

に把握した上で、次のような自主的な取組を進めることが可能になります。

まず、様々な病期の患者が入院している個々の病棟について、高度急性期機能から

慢性期機能までの選択を行った上で、病棟単位で当該病床の機能に応じた患者の収れ

んのさせ方や、それに応じた必要な体制の構築などを検討します。

併せて、自主的な取組を踏まえ、札幌圏域地域医療構想調整会議を活用した医療機

関相互の協議により、地域における病床の機能の分化と連携に応じた自院の位置付け

を確認することが可能になります。例えば、がん入院医療の役割を医療機関の間で臓

器別に分担すること、回復期のリハビリテーション機能を集約化すること、療養病床

について在宅医療等への転換を進めること等が挙げられます。

以上の取組を受け、次年度の病床機能報告への反映や地域医療介護総合確保基金の

活用を検討し、更なる自院の運営の改善と地域における役割の明確化を図ります。

また、これらの取組により、区域全体で見ても、病床機能報告制度における病棟の

報告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていき、不足す

る機能の解消や、患者数との整合が図れることになります。

なお、医療機関がこのような取組を行う際には、患者・住民の理解が不可欠であり、

自らの状態に応じた医療機能や医療機関を選択することが重要であるため、医療機関

だけではなく、保険者や関係者を巻き込んで、患者・住民への啓発に取り組むことが

重要です。

(3) 市町村の取組

７５歳以上の高齢者は、慢性疾患による受療が多い、複数の疾患にかかりやすい、

要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療と介護両

方を必要とすることが多い現状にあります。
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そのため、団塊の世代が全て７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）を目処に、

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を維

持できるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求

められます。

地域包括ケアシステムの視点から、在宅医療・介護連携の推進については、平成２７

年度から介護保険法の中で地域支援事業として制度化されており、市町村が積極的に

取り組むことが必要となります。

なお、各市町村の取組について、事前の準備状況も含めて進捗状況等を把握し、そ

の状況を共有するとともに、各市町村の実情に応じて、北海道及び保健所の保健・医

療担当部局並びに介護・福祉担当部局による技術的な支援等を行っていきます。

(4) 北海道の取組

医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能の分化及び連

携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するため、医療機関への情報提供を含

め、道において、次の各段階における取組を行っていきます。

ア 病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との比較

道は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度等を活用し、

各医療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析をします。

その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床の機能区分

ごとの将来の医療需要と必要病床数とを、地域全体の状況として把握します。

イ 病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握

道は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することができるよ

う、構想区域における病床機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必要があり、病

床機能報告制度に基づいた資料・データを作成します。

ウ 地域医療構想調整会議における協議の推進

道は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の協

議を促進することとされていますが、そのためには、各医療機関の自主的な取組を改

めて促進する必要があります。

これを踏まえ、道は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催するなど、不足して

いる病床機能への対応について検討します。

地域医療構想調整会議については、要望に応じて地域ごとで開催することを検討す

るとともに、地域で自主的な話し合いを行うことも呼びかけます。

その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなりますが、早い段階

で平成３７年（２０２５年）までの各構想区域における工程表を策定することが望ま

れます。



- 39 -

エ 平成３７年（２０２５年）までのＰＤＣＡ

工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付けを

検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応を行うことを促進する必要がありま

す。また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等により計画

どおりに進めることが困難又は不適当な場合も考えられます。

このため、平成３７年（２０２５年）まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の

変更も含め、地域医療構想の実現を図っていく必要があります。

その際、構想区域全体及び北海道内全体で、病床機能報告制度における病棟の報告

病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを確認す

る必要がありますが、不足する病床機能の解消のためには、過剰となっている病床機

能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となるという視

点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数との整合性を

図ることができるよう、検討を重ねます。

２ 北海道知事による対応

医療法改正等により、可能とされた都道府県知事の対応について、北海道知事は、地

域医療構想の実現に向け、地域医療の実情を把握し、北海道医療審議会や地域医療構想

調整会議を円滑に運営するなど、適切に対応していきます。

３ 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

地域医療構想について道は、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定期的に

実施し、必要に応じて施策の見直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させ

ることが必要だと考えています。

地域医療構想を実現するための施策において、地域医療介護総合確保基金を活用した

事業については、北海道計画に位置付けることとなりますが、地域医療構想の目標等と

連動しつつ、基金が適切に活用されたことが確認できる評価指標を設定する必要があり

ます。その際、将来のあるべき医療提供体制を目指すものとして、地域医療構想を含む

医療計画と北海道計画の方向性は一致しており、可能な評価指標は共通化するなど効率

化も考慮します。

４ 住民への公表

医療を受ける当事者である患者・住民が、医療提供体制を理解し、適切な受療行動を

とるためには、計画の評価や見直しの客観性及び透明性を高める必要があることから、

これらをホームページ等で住民に分かりやすく公表します。


